
資格情報お知らせと個人番号（マイナンバー）確認の送付について

日頃より、健康保険組合の活動にご理解とご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、厚生労働省からの依頼に基づき、加入者の皆さまに安心してマイナンバーカードを
健康保険証としてご利用いただく目的で、 2024年9月19日時点の情報をもとに、
「資格情報のお知らせ」を通知いたします。

■対象者 ｲﾄｰｷ健康保険組合に加入している被保険者および被扶養者

■通知方法 イトーキ健保ポータルサイト内マイページより各自ダウンロード
（社員ご本人にｲﾄｰｷ健保に加入している世帯全員分の「資格情報のお知らせ」が
通知されます。）

■通知期間 令和6年10月2日～令和6年11月30日
（この期間を過ぎますとダウンロードできなくなりますのでご注意ください。）

■確認手順 ①イトーキ健康保険組合ポータルサイト内マイページへログインする。
②通知書・確認書＞資格情報のお知らせをダウンロードする。

開封パスワードは itoki1101 (ｱｲ・ﾃｨ・ｵｰ・ｹｲ・ｱｲ・ｲﾁ・ｲﾁ・ｾﾞﾛ・ｲﾁ）

                ③資格情報のお知らせの内容を確認し、そのまま任意の場所へ保管し完了。
（万が一、記載内容に誤りがあった場合は、イトーキ健保に連絡してください。）

           

■注意事項 ※資格情報のお知らせは、登録時期、状況によって
『資格情報のお知らせ』または『資格情報のお知らせと個人番号確認のお願い』
のどちらかが送付されています。ご家族内で、様式が混在していることもございます。

※今回の通知対象者は、㈱イトーキ在籍の方のみです。（保険証記号が『１１』の方）
その他グループ会社から出向されておられる方は、マイページからの確認はできません。
グループ会社在籍の方には、10月下旬頃、別途ご自宅宛に送付いたします。

※9月中に資格の取得や喪失を行われた方は、手続きの時期によってはデータが反映されておりません。
また、マイナンバー未登録の方は、今回、通知対象外となっております。
9月以降に資格取得された方またはマイナンバーを登録された方で、今回の通知対象外となった方は、
後日発送（12月頃）の予定です。

イトーキ在籍の皆様（保険証記号が『11』の方）へのご案内



資格情報のお知らせ確認方法

イトーキ健康保険組合ホームページにアクセスしてください。 イトーキ健康保険組合 (itoki-kenpo.or.jp)

【手順１】イトーキ健保ホームページ内マイページにログイン 【手順２】 通知書・証明書をクリック

【手順3】 資格情報のお知らせをダウンロード【手順4】 資格情報画面のダウンロード完了

マイページでご自身のID・パスワードがわからなくなった場合は、以下の手順で再登録してください。

マイページ再登録方法

マイページをクリックし、ログインIDとパスワードを入力

IDパスワードを忘れた方は再登録をおこなってください。

ダウンロード可能期間は、

令和６年10月2日～令和6年11月30日 迄です。

期間中に各自ダウンロードの上、任意の場所へ

保管をお願いいたします。

開封パスワードは

itoki1101
(ｱｲ・ﾃｨ・ｵ-・ｹｲ・ｱｲ・ｲﾁ・ｲﾁ・ｾﾞﾛ・ｲﾁ）

https://www.itoki-kenpo.or.jp/
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